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どうろ あそ きけん

みやぎけんけいさつ

道路交通法では『交通の頻繁な道路において、球戯をし、ローラー・スケート
をし、又はこれらに類する行為』等は道路での禁止行為とされています。
使用が許可されている公園や広場などでは、マナーを守って使用しましょう。
また、お子さんから目を離さないようにし、普段から大人が子供のお手本と

なるよう、御協力をお願いします。


